
令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

大
分
県
報

一

令

和

二

年

第

一

〇

八

号

五
月
二
十
二
日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
規
　
　
　
　
　
則

大
分
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
規
則

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

契
約
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
号

　
　
　

大
分
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
の
保
健
所
の
長
の
部
の
一
の
款
の
八
の
項
第
十
七
号
中
「
第
六
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十

九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
第
七
十
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
」
に
、
「
そ
の

他
必
要
な
」
を
「
そ
の
他
の
必
要
な
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

○
教
育
委
員
会
規
則

　

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

　
　
　

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
へ
き
地
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
小
学
校
の
部
の
第
一
級
学
校
の
款
の
速
見
郡
の
項
を
削
り
、
同
款
の
竹
田
市
の
項
中
「
宮
城

台
小
学
校
、
」
を
削
り
、
同
部
の
へ
き
地
学
校
に
準
ず
る
学
校
の
款
の
国
東
市
の
項
を
削
り
、
同
表
の
中
学

校
の
部
の
第
一
級
学
校
の
款
の
速
見
郡
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
梶
寄
浦

佐
伯
線

佐
伯
市
字
下
小
谷
二
ノ
九
六

三
一
番
一
地
先
か
ら

佐
伯
市
字
下
小
谷
九
六
四
〇

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

二
〇
・
三

　

～　

四
・
七

メ
ー
ト
ル

二
二
〇
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

Ａ

二
〇
・
三

　

～　

五
・
八

二
二
〇
・
〇

（
規
則
・
教
育
委
規
則
・
告
示
）



令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

大
分
県
報

二

番
三
ま
で

後

地
の
区

分
を
い

う
。

Ｂ

一
〇
三
・
四

　

～
一
一
・
五

一
五
六
・
〇

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
・
運
用
業
務
及
び
電
算
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
支
援
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
情
報
政
策
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
通
株
式
会
社
大
分
支
店　

支
店
長　

福　

田　
　
　

巧

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

五
千
六
百
二
十
九
万
二
千
七
百
二
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

　

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日

　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

（
告
示
・
公
告
）

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

再
生
Ｐ
Ｐ
Ｃ
複
写
紙　

Ａ
４
（
年
間
単
価
契
約
）

　
　

予
定
数
量　

二
万
三
百
三
十
箱
（
一
箱　

二
千
五
百
枚
）

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
二
年
四
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

大
分
事
務
器
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

安　

達　
　
　

茂

　
　

大
分
市
花
津
留
一
丁
目
十
三
番
三
号

五　

落
札
金
額

　
　

千
七
百
三
十
八
円
（
一
箱
当
た
り
）
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日


